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中
核
市
移
行
に
よ
り

市
民
サ
ー
ビ
ス
が
維
持
・

向
上

　
鳥
取
市
は
、
平
成
17
年
に
特
例

市
へ
移
行
し
、
県
か
ら
都
市
計
画

や
環
境
な
ど
の
事
務
移
譲
を
受
け

て
、
き
め
細
か
な
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
や
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た

ま
ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
な
ど
、

市
と
し
て
の
事
務
権
限
を
強
化
し

て
き
ま
し
た
。

　
中
核
市
は
、
日
本
の
大
都
市
制

度
の
中
で
政
令
指
定
都
市
に
次
ぐ

権
限
を
持
つ
都
市
で
す
。
中
核

市
へ
移
行
す
る
と
、
県
か
ら
保

健
衛
生
や
福
祉
、
環
境
な
ど
約

２
６
０
０
の
事
務
移
譲
を
受
け

て
、
市
役
所
で
一
元
的
に
行
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
中
核
市
移
行
に
よ
り
、
市
民
の

身
近
な
と
こ
ろ
で
行
政
が
行
え
る

よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も

き
め
細
か
く
、
速
や
か
で
地
域
ニ

ー
ズ
に
沿
っ
た
対
応
が
充
実
し
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
に

繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

鳥
取
市
が
保
健
所
を

設
置
・
運
営
し
ま
す

　
中
核
市
へ
移
行
す
る
と
、
保
健

所
の
設
置
が
必
要
で
す
。本
市
は
、

市
内
区
域
を
所
管
す
る
保
健
所
を

設
置
す
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
県
東

部
４
町
区
域
の
保
健
所
業
務
も
県

か
ら
委
託
を
受
け
て
実
施
し
ま

す
。

　
ま
た
、
保
健
所
で
行
う
保
健
衛

生
業
務
は
、
市
の
保
健
セ
ン
タ
ー

が
行
う
感
染
症
予
防
や
母
子
・
高

齢
者
・
障
が
い
者
の
健
康
づ
く
り

な
ど
と
関
連
が
深
く
、
こ
れ
ら
の

仕
事
を
一
体
的
に
行
う
こ
と
で
、

総
合
的
で
質
の
高
い
地
域
保
健
サ

ー
ビ
ス
を
実
現
し
ま
す
。

駅
南
庁
舎
は
『
健
康
づ
く

り
と
子
育
て
支
援
の
総
合

拠
点
』
に

　
保
健
所
の
施
設
は
、
市
役
所
新

本
庁
舎
整
備
後
の
駅
南
庁
舎
に
配

置
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
駅
南
庁

舎
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
・
子
育
て

支
援
機
能
も
集
め
て
健
康
づ
く
り

と
子
育
て
支
援
の
総
合
拠
点
と
し

て
整
備
し
、
健
康
や
子
育
て
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
対
応
し
ま

す
。

　
な
お
、
中
核
市
移
行
か
ら
駅
南

庁
舎
に
保
健
所
を
整
備
す
る
ま
で

の
約
２
年
間
（
暫
定
期
間
）
は
、

福
祉
保
健
部
門
は
さ
ざ
ん
か
会
館

の
２
階
で
、
生
活
環
境
部
門
は
県

東
部
庁
舎
４
階
で
業
務
を
行
い
ま

す
。山

陰
東
部
圏
域
の
発
展

の
基
礎
づ
く
り

　
本
市
は
、
人
口
減
少
や
少
子
高

齢
化
の
進
展
と
い
う
大
き
な
課
題

に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に

対
処
し
て
い
く
た
め
、
平
成
21
年

度
、
生
活
圏
や
経
済
圏
を
一
体
と

す
る
本
市
と
県
東
部
４
町
で
定
住

自
立
圏
構
想
を
策
定
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
23
年
度
に
兵
庫
県

新
温
泉
町
が
参
画
し
、
連
携
し
て

観
光
や
圏
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

な
ど
広
域
連
携
の
取
り
組
み
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
中
核
市
へ
移
行
す
る

と
、
経
済
成
長
や
医
療
・
福
祉
、

産
業
振
興
、
農
業
、
環
境
、
地
域

公
共
交
通
な
ど
の
分
野
で
の
連
携

を
よ
り
発
展
さ
せ
る
「
連
携
中
枢

都
市
圏
」
を
形
成
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
ス
テ
ー

ジ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
12
月
５
日
、
本
市
は
圏
域
の

中
心
役
を
担
う
連
携
中
枢
都
市
に

な
る
こ
と
を
宣
言
し
ま
し
た
。

　
中
核
市
移
行
は
、
都
市
機
能
の

●配置（増員）する職員数（非常勤職員を含む）
本庁舎職員増員人数　38 人
保健所職員配置人数　55 人

（本庁舎および保健所へ県から派遣を受ける職
員数　45 人）

●配置（増員）する職種
職　種 対応業務

医師 保健所長

保健師 健康危機管理、難病、精神保健
など

薬剤師 医事・薬事に関する許可、立入
検査など

獣医師 狂犬病予防、動物愛護など

管理栄養士 食育、栄養改善など

歯科衛生士 歯科保健

衛生技師 環境衛生施設等の監視・検査、
食品営業施設の監視指導など

指導主事 教職員研修の実施

事務
民生委員・児童委員の総括、老
人・児童福祉施設等の指導監査
など

　平成29年 11月、鳥取市、松江市など6市を中核市に指定する政令
が公布され、本市の中核市移行が正式に決まりました。平成30年４月
１日、新たな中核市『鳥取市』がスタートします。
　問い合わせ先　本庁舎中核市推進局

 0857-20-3125  0857-20-3040
 chukakushi@city.tottori.lg.jp

中核市「鳥取市」が
誕生します

特集

　
本
市
の
中
核
市
移
行
が
決
定
し
た
こ

と
を
大
変
喜
ば
し
く
思
う
と
と
も
に
、

し
っ
か
り
と
中
核
市
の
責
務
を
果
た
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
市
が
こ
れ
か
ら
も
永
く
鳥
取
県
東

部
の
中
心
都
市
と
し
て
発
展
を
続
け
る

た
め
、
現
在
の
人
口
を
維
持
し
、
強
固

な
財
政
基
盤
を
持
ち
、
市
民
が
満
足
す

る
都
市
基
盤
や
生
活
基
盤
を
持
ち
続

け
、
自
立
し
た
鳥
取
市
と
な
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
核
市
移
行

は
、「
住
ん
で
よ
か
っ
た
、
い
つ
ま
で

も
暮
ら
し
た
い
」
ま
ち
づ
く
り
、ま
た
、

山
陰
東
部
圏
域
全
体
の
発
展
の
礎
と
な

る
第
一
歩
で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま

す
。

　
中
核
市
移
行
を
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ

の
飛
躍
と
と
ら
え
て
、
市
民
に
身
近
な

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
こ
れ
ま
で
よ
り
市

民
が
暮
ら
し
や
す
い
魅
力
と
活
力
の
あ

る
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
経
済
や
山
陰
東

部
圏
域
全
体
の
発
展
を
め
ざ
す
、
そ
の

中
核
と
な
る
都
市
づ
く
り
に
尽
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。

中核市移行後の新たな窓口
・担当課などについては、
「中核市誕生パンフレット」
をご覧ください。

「健康づくりと子育て支援の総合拠点」となる駅南庁舎

充
実
や
社
会
基
盤
の
整
備
を
進
め

る
た
め
の
将
来
の
山
陰
東
部
圏
域

の
発
展
の
基
礎
づ
く
り
で
も
あ
り

ま
す
。

組
織
体
制
の
強
化
と

人
材
の
確
保

　
中
核
市
移
行
に
よ
り
新
た
に
増

え
る
業
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
、

現
在
業
務
を
行
っ
て
い
る
県
の
配

置
職
員
数
を
基
本
に
、
市
の
職
員

を
配
置
し
ま
す
。

　
特
に
、
保
健
所
の
運
営
に
関
わ

る
獣
医
師
や
薬
剤
師
な
ど
専
門
人

材
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
県
か

ら
職
員
の
派
遣
を
受
け
る
な
ど
、

人
事
交
流
を
行
い
な
が
ら
体
制
を

整
備
し
ま
す
。

市長ひとこと

鳥取市の中核市移行の目的
中核市としてさらに飛躍します

①　充実したサービスで魅力と活力あるまち

②　健康づくりと子育てを応援するまち

③　山陰東部圏域の未来に向かって発展するまち

中核市移行へ向けた取り組みの経緯
時 期 内 容

平成 26 年 6 月
6 月議会において市長が中核市移行を表明

県知事に中核市移行に関する協力要請

8 月 鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会［第1回］
〜（同）［第 10 回］（平成 29 年 11 月）まで開催

平成 29 年 1 月 総務省・厚生労働省事前協議 ( ヒアリング )

2 月 中核市指定申出について市議会に議案提出

3 月 市議会で中核市指定申出の議案を議決

4 月 県知事に中核市指定の同意を申入れ

6 月 県議会で中核市指定の同意について議決

7 月
県知事から中核市指定の申出の同意書の交付を受ける

総務大臣へ中核市指定を求める申出

11 月 中核市指定の閣議決定、政令公布

平成 30 年 3 月 県から市への事務引き継ぎ

4 月 1日
中核市「鳥取市」誕生
鳥取市保健所 開設


